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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年１月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２５年９月７日 ０１時００分ごろ 

発生場所 宮崎県門川
かどがわ

町枇榔
び ろ う

島北西岸 

  門川町所在の日向
ひゅうが

枇榔島灯台から真方位２９８°２００ｍ付近 

（概位 北緯３２°２８.０′ 東経１３１°４３.７′） 

事故調査の経過 平成２５年９月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 若
わか

戎
えびす

丸、４.９８トン 

 ＭＺ３－５４８１（漁船登録番号）、個人所有 

 ９.５０ｍ（Lr）×２.６６ｍ×０.９０ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数５０、昭和５６年１１月２２日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４６歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日  平成２３年２月１４日 

    免許証交付日 平成２３年２月１６日 

          （平成２８年２月１５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首船底に破口（全損） 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、枇榔島南方沖で底びき網漁を行い

ながら南西進中、流木が網に絡んだので、ウインチを使用して流木を

取り除こうとしたが、網が破損したことから、漁を続けることを諦め

て帰ることとした。 

船長は、帰りながら、漁獲物の選別を行うこととし、操舵室で操舵

を手動から自動に切り替える操作を行い、針路を２６０°（真方位、

以下同じ。）として約４ノット（kn）の速力で航行中、レーダーのレ

ンジを１.５海里に設定して接近警報機能を作動させ、船尾端に移動

して椅子に座り、周囲の状況を確認した後、船首方に向かって下を向

き、漁獲物の選別作業を始めた。 

船長は、漁獲物の選別作業を行っていたところ、本船が、平成２５

年９月７日０１時００分ごろ枇榔島北西岸の岩場に乗り揚げた。 

 船長は、機関を後進にして岩場から本船を引き出そうとしたが、引
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き出せなかったので、無線で僚船に連絡するとともに、携帯電話でも

僚船に連絡したが、その頃、本船が、左舷側に傾き、機関が停止し、

機関室から浸水が始まった。 

 船長は、０２時００分ごろ僚船に救助され、別の僚船に乗り移って

門川町門川漁港へ帰り、日出後、乗揚場所に戻り、手配した台船によ

る本船の引き出し作業を見ていたところ、本船は２つに分断した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 西、風力  ２、視界 良好 

海象：潮汐 低潮時、潮高 ０.４８ｍ（細島港） 

   潮流 東流約０.５kn 

月没時刻 １９時１６分（９月６日） 

 その他の事項 

 

本船の喫水は、船首約０.４ｍ、船尾約０.６ｍであった。 

船長は、平成２５年８月３０日に初めて本船に乗船し、夜間、本船

で漁を行うことは、本事故発生時が初めてであった。 

本事故当時、操舵装置に異常はなかった。 

 本船では、自動操舵に設定した場合、設定した針路から２°外れた

とき、警報が作動する設定になっていたが、本事故当時、警報は鳴ら

なかった。 

 本船は、手動操舵で舵中央の状態で航行する場合、約２°右方に舵

が取られる特性があった。 

 本船は、船尾端の椅子に座った場合、船首方向は巻上機のために見

通すことはできないが、立ち上がれば見通すことができ、椅子に座っ

た場合でも左舷方向及び右舷方向の見通しは良好であった。 

 船長は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

あり 

本船は、枇榔島南方沖において、船長が、帰りながら、漁獲物の選

別作業を行おうとし、手動操舵から自動操舵への切替え操作を行い、

針路を約２６０°に設定して航行したが、手動操舵から自動操舵への

切替えが行われていなかったことから、手動操舵の状態であり、航行

中に右舵が取られ、枇榔島北西岸の岩場に向けて航行し、同島北西岸

の岩場に乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、下を向いて漁獲物の選別作業を行っていたことから、枇榔

島北西岸の岩場に向けて航行していることに気付かなかったものと考

えられる。 

本船では、自動操舵に設定した場合、設定した針路から２°外れた

とき、警報が作動する設定になっていたが、本事故発生時には警報は

鳴らなかったことから、手動操舵から自動操舵への切替え操作を行っ

たものの、手動操舵から自動操舵への切替えが行われていなかったも
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のと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、枇榔島南方沖において、船長が、帰りな

がら、漁獲物の選別作業を行おうとし、手動操舵から自動操舵への切

替え操作を行い、針路を約２６０°に設定して航行したが手動操舵か

ら自動操舵への切替えが行われていなかったため、手動操舵の状態で

あり、航行中に右舵が取られ、枇榔島北西岸の岩場に向けて航行し、

同島北西岸の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられ

る。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、見張りを適切に行うこと。 

・操舵の方法の切替えは、確実に行うこと。 

 


